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　４月３日（日）、佐谷建正寺の「木造十一面観
音立像」のご開扉が行われました。この日は、お
だやかな春の日差しの中、多くの人が訪れました。
　しだれ桜が見事に咲き誇る中で、地元の人たち
による食事の接待や子ども会による奉納相撲など
が行われてにぎわいました。
　この像は、平安時代後期に伝教大師によって彫
られたと伝えられ、県指定文化財（彫刻１号）に
指定されています。 満開のしだれ桜の中、多くの人が訪れました。

　３月 22 日（火）、須恵町役場町長室において、
　安河内昌士さん（上須恵区）、田原敏宏さん（上
須恵区）、吉松學さん（須恵区）の３人が教育委
員会表彰を受賞されました。
　これは、社会教育に長年にわたって貢献し、そ
の功績が顕著な人に贈られるものです。
　安河内さんは、平成 11 年４月に須恵町体育協
会副会長、平成 16 年４月からは体育協会会長を
歴任され、社会体育の推進に大きく貢献されまし
た。この間、糟屋郡体育協会理事、さらに理事長
を歴任され、糟屋郡の体育・スポーツの発展に大
きく貢献されました。現在は、体育協会顧問、選
挙管理委員会委員長として活躍されています。
　田原さんは、昭和 61 年４月から須恵町体育協
会理事、平成 11 年４月から須恵町体育協会副会
長を歴任され、平成 22 年３月まで 24 年間の長期
間にわたり社会体育の推進に大きく貢献されまし
た。また、平成 20 年４月から平成 21 年３月まで

糟屋郡体育協会の評議員として、競技の普及に尽
力されました。
　吉松さんは、平成元年４月から子ども会育成会
連絡協議会役員の理事、平成 16 年４月から同協
議会役員監事を歴任され、青少年健全育成のため
に大きく貢献されました。現在は、粕屋署少年補
導員として活躍されています。

表彰された　田原さん（前列左）、
安河内さん（前列中央）、吉松さん（前列右）

軽トラックにたくさんの自転車が…

年に１度の“ご開扉”

須恵川で大量のごみが…

安河内さん、田原さん、
吉松さん教育委員会表彰受賞

　須恵町体育協会（今泉敏英会長）が、４月 10
日（日）に須恵川の美化作業を行いました。
　同協会による、この美化作業は毎年行われてお
り、この日は 370 名が参加しました。多くの自転
車や空き缶などが、７台もの軽トラックの荷台に
いっぱいになるほどのごみが集められました。
　これにより、須恵川の環境が良くなりましたが、
ごみを捨てず、川をきれいに守りましょう！

町の掲示板

　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送
をまだ視聴できない低所得世帯に対し、地上デジ
タル放送対応の簡易なチューナー（１台）の無償
給付などを行なっています。
▶対　象
　①生活保護世帯などでNHK放送受信料が全額
　免除の世帯
　②市町村民税が非課税の世帯
▶問合せ先　総務省地デジチューナー支援実施セ
ンター
※支援の内容により電話番号が違いますので、ご
注意ください。
・放送受信料全額免除世帯への支援
　☎ 0570―030840
・市町村民税非課税世帯への支援
　☎ 0570―023724

　平成 23 年度の固定資産税納税通知書を５月初
旬に送付します。この通知書には、土地と家屋の
明細もついていますので、内容に誤りがないか確
認ください。
「去年、家を壊したのに、まだ課税されている」
「去年、土地を売ったのに、まだ課税されている」
「明細書の数字や表示がおかしい」
など、不明な点がありましたら役場税務課に問い
合わせください。
　また、登記をされていない家屋の新築や増築、
取り壊しをされた場合も同封のはがきにて連絡く
ださい。

総務課
☎932-1152（ダイヤルイン）☎932-1151（内線316）

地上デジタル放送視聴のための
低所得世帯への支援について

税務課
☎932-1495（ダイヤルイン）☎932-1151（内線140）

固定資産税の納税通知書を送付します

　６月１日は、「人権擁護委員の日」です。あな
たの街や身近な相談パートナーである人権擁護委
員が、家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、
いじめや差別などの相談に応じます。秘密は堅く
守られますので、お気軽にご相談ください。
▶日　時　６月１日（水）13 時～ 16 時
▶場　所　須恵町福祉センター
▶相談料　無料
▶問合せ先
　福岡法務局内　福岡人権擁護委員協議会
　☎ 832-4311

　小児用肺炎球菌ワクチンおよびヒブワクチンの
同時接種後、複数の死亡例が報告されたことを受
け、３月４日以降、専門家による評価を実施する
までの間、接種を一時的に見合わせていました。
　３月 24 日に専門家の会議において、安全性の
問題はないとの評価を受け４月１日から接種が再
開されています。

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線150）

「全国一斉人権擁護委員の日
特設人権相談所」を開設します。
～あなたの悩みを人権擁護委員に
相談してみませんか？～

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線154）

小児用肺炎球菌ワクチンおよび
ヒブワクチン接種の再開について


